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史
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革
命
批
判
の
書
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
」
（
一
七
九
○
）
の
著
者
で
あ
る
エ
ド
マ
ン
ド
・
パ
ー
ク
（
臣
昌
匡
且
国
巨
異
巴
目
？
ミ
ヨ
）

は
、
今
日
で
は
、
一
般
に
、
保
守
主
義
政
治
思
想
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
思
想
家
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
対
す
る
反
発
か
ら
、

パ
ー
ク
に
よ
っ
て
保
守
主
義
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
パ
ー
ク
の
受
容
史
・
解
釈
史
を
辿
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た

（１１）

思
想
史
理
解
は
、
二
○
世
紀
に
つ
く
ら
れ
た
、
後
付
け
の
物
語
り
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

一
九
世
紀
の
ほ
と
ん
ど
の
期
間
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
守
の
政
治
勢
力
、
つ
ま
り
ト
ー
リ
ー
（
保
守
党
）
の
政
治
階
層
は
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
人
で
ウ
ィ
ッ
グ
に
所
属
し
た
パ
ー
ク
の
記
憶
に
非
常
に
冷
淡
で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
の
理
念
や
歴
史
の
な
か
に
彼
を
包
摂
す
る

意
識
は
、
彼
ら
に
は
希
薄
だ
っ
た
。
パ
ー
ク
の
政
治
思
想
を
保
守
主
義
と
み
な
す
理
解
が
一
般
化
し
た
の
は
、
二
○
世
紀
初
頭
に
イ
ギ
リ

ス
保
守
党
が
、
内
部
の
路
線
対
立
や
労
働
党
の
台
頭
を
ふ
ま
え
て
、
党
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
理
念
を
再
定
式
化
す
る
過
程
の
な
か
で

政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
の
形
成
期
に
お
け
る
パ
ー
ク
解
釈
の
変
転
（
犬
塚
）
七
一

は
じ
め
に 政

治
思
想
史
の
通
史
叙
述
の
形
成
期
に
お
け
る
パ
ー
ク
解
釈
の
変
転

ｌ
学
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史
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パ
ー
ク
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あ
る
。
こ
の
過
程
の
な
か
で
、
パ
ー
ク
は
、
ト
ー
リ
ー
の
理
念
や
歴
史
の
枠
組
み
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
、

「
保
守
主
義
の
創
設
者
」
の
地
位
を
も
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ー
ク
を
保
守
主
義
の
思
想
的
伝
統
の
出
発
点
に
位
置
づ
け
る

議
論
の
哺
矢
は
、
わ
れ
わ
れ
の
調
査
し
た
限
り
で
は
、
日
本
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
き
た
Ｈ
・
セ
シ
ル
『
保
守
主
義
○
§
閑
『
ご
昌
冴
ミ
』

（
一
九
一
二
）
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
も
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
再
定
義
を
試
み
た
テ
ク
ス
ト
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
関
心
は
あ
く
ま
で
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
あ
る
べ
き
姿
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
テ
ク
ス
ト
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
セ
シ
ル

が
論
じ
た
「
保
守
主
義
」
と
は
、
あ
く
ま
で
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
教
義
の
こ
と
を
意
味
し
た
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
著
者
の
意
図
を
離
れ

て
、
セ
シ
ル
の
こ
の
保
守
主
義
論
は
、
一
般
的
な
意
味
で
の
保
守
主
義
の
政
治
思
想
に
関
し
て
、
パ
ー
ク
を
起
源
と
す
る
、
と
い
う
思
想

的
伝
統
の
物
語
り
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
パ
ー
ク
か
ら
保
守
主
義
が
始
ま
る
と
い
う
思
想
史
理
解
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、

た
か
だ
か
百
年
ほ
ど
前
に
誕
生
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
以
後
、
パ
ー
ク
の
時
代
か
ら
続
い
て
き
た
か
の
よ
う
に
、
保
守
主
義
の
歴
史

や
伝
統
が
語
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
思
想
史
理
解
が
支
配
的

で
あ
り
、
そ
れ
は
相
対
化
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

で
は
、
学
問
的
な
政
治
思
想
史
学
の
通
史
叙
述
に
お
い
て
、
パ
ー
ク
は
、
い
つ
か
ら
保
守
主
義
の
思
想
系
譜
と
い
う
分
析
枠
組
み
の
な

か
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
い
つ
か
ら
「
保
守
主
義
の
創
設
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
パ
ー
ク

を
保
守
主
義
の
思
想
的
伝
統
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
理
解
が
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
周
辺
で
形
成
さ
れ
た
時
期
が
、
西
洋
政
治
思
想
史
の
通

史
叙
述
そ
の
も
の
が
形
成
さ
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

政
治
思
想
史
の
通
史
は
、
西
洋
世
界
を
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
一
般
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
か
ら
現
在
に
至
る
二
五
○
○
年
を
超
え
る

長
大
な
時
期
の
歴
史
を
叙
述
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
対
象
と
し
て
語
ら
れ
る
政
治
思
想
史
そ
の
も
の
が
長
い
歴
史
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ

れ
を
ひ
と
ま
と
ま
り
の
歴
史
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
表
現
す
る
通
史
叙
述
や
、
そ
う
し
た
通
史
を
書
く
営
み
と
し
て
の
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン



と
し
て
の
政
治
思
想
史
学
（
政
治
思
想
史
研
究
）
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
歴
史
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
、
卜
ウ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス

が
先
行
世
代
の
ホ
メ
ロ
ス
や
ヘ
ロ
ド
ト
ス
を
意
識
し
、
ハ
リ
ン
ト
ン
が
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
ッ
リ
や
ホ
ッ
ブ
ズ
を
意
識
し
た
よ
う
に
、
思
想
家
た

ち
は
、
自
分
よ
り
も
過
去
に
位
置
す
る
思
想
家
や
思
想
史
を
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
理
解
し
て
、
そ
う
し
た
思
想
史
理
解
を
ふ
ま
え
な
が

ら
自
ら
の
思
想
を
提
示
し
て
き
た
が
、
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
今
日
知
っ
て
い
る
ｌ
時
代
順
に
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
・
思
想
家
を
論
じ
て

全
体
と
し
て
ひ
と
つ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
描
き
、
そ
う
し
た
歴
史
叙
述
そ
の
も
の
を
自
己
目
的
と
す
る
Ｉ
形
態
の
通
史
叙
述
は
、
へ
ｌ
ゲ

ル
よ
り
前
の
時
代
に
は
稀
で
あ
る
。
「
偉
大
な
政
治
理
論
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
カ
ノ
ン
が
あ
り
、
そ
れ
が
政
治
思
想
史

（２）

の
主
題
を
構
成
す
る
、
と
い
う
発
想
」
は
、
ご
く
新
し
い
産
物
で
あ
る
。

高
等
教
育
制
度
が
整
備
さ
れ
て
、
学
問
が
制
度
化
・
専
門
化
さ
れ
た
十
九
世
紀
後
半
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
の
時
期
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、

デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
し
て
の
政
治
思
想
史
学
や
通
史
叙
述
の
成
立
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
で
は
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
パ
ー
ク
は
ど

の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
た
か
。
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
政
治
思
想
史
学
で
、
パ
ー
ク
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
保
守
主
義
者
と
し
て

論
じ
ら
れ
る
に
至
っ
た
か
。

（３）

記
載
さ
れ
て
い
る
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
例
に
す
れ
ば
、
一
八
六
○
年
よ
り
前
に
、
政
治
思
想
史
学
を
含
む
政
治
学
の
講
義
科
目
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、

一
八
六
○
年
に
道
徳
哲
学
ト
ラ
イ
ポ
ス
に
、
「
歴
史
学
お
よ
び
政
治
哲
学
」
や
「
道
徳
・
政
治
哲
学
」
と
い
う
授
業
科
目
が
開
講
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
シ
ラ
バ
ス
の
読
書
リ
ス
ト
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ギ
ゾ
ー
や
ベ
ン
サ
ム
に
至
る
政
治
思
想
史
の
文
献
が

通
史
叙
述
の
形
成
期
哩
フ
レ
イ
キ
ー
か
ら
ポ
ロ
ッ
ク
『
政
治
学
史
入
門
』
ま
で

政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
の
形
成
期
に
お
け
る
パ
ー
ク
解
釈
の
変
転
（
犬
塚
）

七
三
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大
学
の
授
業
科
目
の
な
か
に
、
政
治
思
想
史
に
相
当
す
る
科
目
が
登
場
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
時
期
に
は
、
通
史
を
叙
述
す
る
文
献
も
登

場
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
の
哺
矢
は
、
Ｒ
・
ブ
レ
ィ
キ
ー
『
政
治
的
文
献
の
歴
史
里
心
函
員
。
ミ
ミ
即
曽
§
Ｆ
爵
、
国
冒
、
⑯
、
。
ミ

罫
⑯
画
弓
涛
恩
弓
言
鴎
」
（
一
八
五
五
）
で
あ
る
。
ブ
レ
イ
キ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
に
「
政
治
哲
学
・
社
会
哲
学
」
の
歴
史
が
書
か
れ
て
こ

な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
全
四
巻
に
及
ぶ
通
史
叙
述
の
公
刊
を
予
告
す
る
が
、
実
際
に
は
、
聖
書
や
エ
ジ
プ
ト
か
ら
叙
述
を
開
始
す
る
第

一
巻
、
一
五
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
ま
で
の
政
治
思
想
史
を
国
別
に
論
じ
た
第
二
巻
ま
で
の
出
版
に
と
ど
ま
り
、
パ
ー
ク
の
時
代
に
ま
で
は

（４）

届
か
な
か
っ
た
。
他
方
、
一
九
世
紀
後
半
の
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
、
政
治
学
・
政
治
思
想
史
分
野
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
教
科
書

と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
は
、
Ｊ
・
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
『
一
般
国
法
学
崖
一
命
⑯
ミ
⑯
冒
心
の
津
ロ
ロ
房
、
⑯
＆
こ
（
一
八
五
二
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

（５）

一
八
八
五
年
に
は
『
国
家
理
論
ご
尽
里
、
。
ｑ
旦
暮
⑮
陣
員
Ｌ
と
し
て
英
訳
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
『
一
般
国
法
学
」

の
第
一
巻
「
国
家
概
念
」
の
後
半
に
は
、
「
国
家
理
念
の
発
展
史
」
と
題
し
た
通
史
的
叙
述
が
あ
る
。
こ
こ
で
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
、
パ
ー

ク
を
、
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
大
王
や
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
と
と
も
に
、
「
国
家
有
機
体
説
」
を
再
発
見
し
た
「
歴
史
学
派
」
の
一
員
に
位
置
づ
け
た
。

保
守
主
義
で
は
な
く
、
有
機
体
説
・
歴
史
主
義
と
い
う
思
想
系
譜
に
位
置
づ
け
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
パ
ー
ク
の
扱
い
は
ご
く
わ
ず

か
だ
が
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
そ
の
わ
ず
か
な
叙
述
の
な
か
で
、
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
省
察
」
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
パ
ー
ク
が
社
会
契
約
説

の
語
彙
を
用
い
な
が
ら
も
そ
れ
と
は
異
質
な
国
家
像
を
示
し
た
箇
所
、
す
な
わ
ち
、
国
家
は
時
間
・
空
間
を
超
え
た
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

で
あ
り
、
神
的
秩
序
の
一
部
で
あ
る
、
と
の
規
定
（
以
下
、
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
）
の
原
文
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
の
ち
の

多
く
の
パ
ー
ク
論
が
、
「
省
察
」
の
こ
の
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
に
言
及
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
こ
の

（６）

パ
ー
ク
論
は
ひ
と
つ
の
範
例
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
の
ち
、
現
代
と
同
じ
よ
う
に
、
講
義
の
要
請
と
い
う
制
度
的
圧
力
に
よ
っ
て
、
通
史
叙
述
の
公
刊
が
促
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な

る
が
、
政
治
思
想
史
の
通
史
は
、
す
で
に
そ
の
形
成
期
か
ら
ｌ
や
は
り
現
在
と
同
じ
よ
う
に
ｌ
多
様
な
理
解
や
叙
述
が
可
能
で
あ
り
、



ア
メ
リ
カ
で
は
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
通
史
叙
述
は
、
正
規
版
よ
り
も
海
賊
版
（
原
型
と
な
っ
た
雑
誌
連
載
を
ま
と
め
た
も
の
）
が
先
に
流
通

（皿）

し
て
お
り
、
正
規
版
が
登
場
す
る
と
、
そ
れ
は
大
学
で
テ
ク
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
の
ち
二
○
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
政
治
思

想
史
学
の
制
度
化
が
顕
著
に
進
展
し
て
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
通
史
叙
述
も
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
の
形
成
期
に
お
け
る
パ
ー
ク
解
釈
の
変
転
（
犬
塚
）
七
五

（７）

た
と
え
ば
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
と
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
力
と
な
っ
て
い
た
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
は
、
歴
史
法
学
者
Ｈ
・
メ
イ
ン
の
次
に
法
理
学
教
授
ｌ
の
ち
に
ハ
ー
ト
や
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
が
担
当
す
る

こ
と
と
な
る
ポ
ス
ト
ー
を
継
承
し
た
Ｆ
・
ポ
ロ
ッ
ク
に
よ
る
「
政
治
学
史
入
門
聖
高
宮
弓
。
§
昌
目
さ
Ｓ
⑮
国
冴
８
ｑ
旦
暮
心
、
ｇ
-

（８）

⑯
胃
⑯
具
、
昌
胃
の
」
（
一
八
九
○
）
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
卜
ウ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
か
ら
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
ハ
ク
ス

（９）

リ
ー
ま
で
を
カ
バ
ー
し
た
通
史
叙
述
で
あ
り
、
「
政
治
学
史
の
標
準
的
入
門
書
」
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
ド

イ
ツ
歴
史
学
派
の
系
譜
に
パ
ー
ク
を
位
置
づ
け
た
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
的
解
釈
を
継
承
し
た
が
、
同
時
に
、
一
九
世
紀
の
ウ
ィ
ッ
グ
に
ひ
ろ
く

見
ら
れ
た
パ
ー
ク
解
釈
も
継
承
し
て
、
パ
ー
ク
の
政
治
思
想
は
、
功
利
性
や
便
宜
性
を
重
視
す
る
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
批
判
に
お
い
て
一
貫

し
て
い
た
と
解
釈
し
た
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に
、
歴
史
主
義
（
社
会
有
機
体
説
）
と
功
利
主
義
と
い
う
、
一
九
世
紀
に
よ
く
用
い
ら

れ
た
分
析
枠
組
み
の
も
と
に
パ
ー
ク
を
解
釈
し
た
が
、
そ
の
う
え
で
ポ
ロ
ッ
ク
の
解
釈
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
パ
ー
ク
の
社
会
有
機

体
説
を
、
社
会
契
約
論
批
判
と
い
う
思
想
史
的
文
脈
の
な
か
に
位
置
づ
け
た
点
で
あ
る
。
ポ
ロ
ッ
ク
は
、
社
会
契
約
説
の
思
想
史
的
意
義

を
重
視
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ロ
ッ
ク
と
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
説
を
併
記
す
る
Ｉ
わ
れ
わ
れ
に
は
馴
染
み
の
ｌ
通
史
叙
述
を
採
用
し
た

（Ⅲ）

う
え
で
、
パ
ー
ク
に
そ
の
破
壊
者
の
役
割
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

ダ
ニ
ン
グ
『
政
治
理
論
史
』
保
守
主
義
者
と
し
て
の
パ
ー
ク
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こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
政
治
思
想
史
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
、
自
国
の
政
治
制
度
や
政
治
学
を
正
当
化
す
る
メ
タ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し

（岨）

て
の
役
割
を
担
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
す
で
に
一
八
八
○
年
代
に
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
や
Ｕ
Ｃ
バ
ー
ク
レ
ー
校
な
ど
で
「
政
治
理
論
」
や
「
政
治
理
念
の
歴

（旧）

史
」
の
名
称
の
科
目
が
設
置
さ
れ
て
、
政
治
思
想
史
が
教
え
ら
れ
て
い
た
。
同
時
期
に
公
刊
さ
れ
た
、
イ
エ
ー
ル
大
学
で
の
講
義
に
も
と

づ
い
た
Ｔ
・
ウ
ー
ル
ジ
ー
「
政
治
学
、
ｏ
胃
§
扇
の
§
Ｒ
§
ご
尽
陣
目
⑯
国
§
§
冒
辱
Ｑ
員
、
、
。
§
８
ｓ
９
富
の
蔦
、
＆
』
（
一
八

七
七
）
は
、
ド
イ
ツ
国
家
学
の
影
響
が
濃
厚
な
テ
ク
ス
ト
ブ
ッ
ク
で
あ
る
。
ウ
ー
ル
ジ
ー
は
、
こ
の
な
か
の
第
二
部
国
家
論
の
冒
頭
に
、

古
代
以
来
の
国
家
理
論
史
を
配
置
し
、
そ
の
な
か
で
、
ル
ソ
ー
と
対
比
し
な
が
ら
パ
ー
ク
を
紹
介
し
て
い
る
。
ウ
ー
ル
ジ
ー
に
よ
れ
ば
、

パ
ー
ク
の
政
治
思
想
は
抽
象
的
政
治
論
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、
ウ
ィ
ッ
グ
と
し
て
一
貫
し
て
は
い
た
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
接
し

て
「
保
守
主
義
」
に
傾
い
た
。
用
語
だ
け
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
え
た
限
り
、
通
史
叙
述
に
お
け
る
パ
ー
ク

（Ｍ）

論
で
「
保
守
主
義
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
最
初
の
事
例
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ー
ル
ジ
ー
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
同

（胴）

時
期
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
い
た
金
子
堅
太
郎
を
媒
介
に
し
て
、
明
治
日
本
で
の
パ
ー
ク
受
容
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

通
史
叙
述
と
し
て
も
、
通
史
叙
述
に
お
け
る
パ
ー
ク
論
と
し
て
も
、
画
期
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
Ｗ
・
ダ
’
一
ン
グ
の

『
政
治
理
論
史
澤
題
の
８
ミ
ミ
、
。
言
討
具
里
⑯
。
§
の
』
（
一
九
○
二
、
○
五
、
二
○
）
で
あ
る
。
ダ
ニ
ン
グ
は
、
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会

（
一
九
○
三
年
創
設
）
の
会
長
も
務
め
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
で
あ
り
、
同
名
の
授
業
科
目
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
た
本
書
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
ま
で
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
の
ち
半
世
紀
の
あ
い
だ
教
育
と
研
究
で
活
用
さ
れ
て
、

（肥）

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
通
史
叙
述
で
あ
っ
た
。

ダ
’
一
ン
グ
は
、
同
書
の
序
論
で
、
政
治
学
や
そ
の
対
象
の
固
有
性
・
独
自
性
を
つ
よ
く
訴
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ま
で
に
わ
ず
か
な
が
ら

に
公
刊
さ
れ
て
き
た
政
治
学
史
・
政
治
理
論
史
の
通
史
叙
述
を
批
判
し
、
優
れ
た
通
史
叙
述
の
不
在
を
指
摘
し
て
、
自
ら
の
通
史
叙
述
の



意
義
を
主
張
し
て
い
る
。
ダ
’
一
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
も
っ
と
も
肯
定
的
に
評
価
で
き
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
公
刊
さ
れ
た
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
か

ら
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
ま
で
を
扱
う
Ｐ
・
ジ
ャ
ネ
『
政
治
学
の
歴
史
配
胃
○
蔚
号
言
②
§
再
８
冒
罫
臼
馬
§
国
の
の
⑮
切
目
ｇ
９
厨
§
Ｒ

（Ⅳ）

胃
ミ
９
具
こ
（
第
三
版
、
一
八
八
七
）
だ
が
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
も
示
す
よ
う
に
、
政
治
理
論
史
と
し
て
は
倫
理
学
を
重
視
し
す
ぎ
て
い
る

欠
点
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
前
世
紀
に
歴
史
研
究
が
盛
ん
だ
っ
た
が
、
政
治
理
論
史
に
つ
い
て
は
ご
く
貧
弱
で
あ
り
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

も
そ
の
例
外
で
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
公
刊
さ
れ
た
通
史
叙
述
に
つ
い
て
は
、
ブ
レ
イ
キ
ー
の
通
史
は
「
粗
雑
、
断
片
的
、
表
層
的
」

で
事
実
誤
認
が
多
く
、
ポ
ロ
ッ
ク
の
通
史
は
、
著
者
が
法
学
者
で
あ
る
点
に
そ
も
そ
も
の
限
界
が
あ
る
。
純
粋
に
政
治
的
な
観
念
が
、

「
法
的
、
倫
理
的
、
神
学
的
、
教
会
的
、
数
学
的
な
」
概
念
か
ら
分
離
し
て
い
く
「
進
化
」
の
歴
史
こ
そ
が
「
政
治
理
論
史
」
が
描
く
こ

と
に
な
る
歴
史
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
政
治
が
神
学
・
形
而
上
学
に
埋
没
し
た
東
洋
や
、
あ
る
い
は
「
国
家
の
観
念
」
が
な
く
「
政
治

（旧）

的
意
識
」
を
欠
い
た
原
始
世
界
は
、
政
治
理
論
史
の
叙
述
対
象
か
ら
外
れ
る
。

ダ
ニ
ン
グ
の
通
史
に
お
い
て
、
パ
ー
ク
は
、
一
九
二
○
年
に
公
刊
さ
れ
た
第
三
巻
の
第
五
章
「
保
守
主
義
と
反
動
の
理
論
」
で
扱
わ
れ

て
い
る
。
本
稿
の
問
題
設
定
の
観
点
か
ら
な
に
よ
り
重
要
な
の
は
、
ダ
ニ
ン
グ
の
こ
の
通
史
が
、
政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
と
し
て
は
初

め
て
明
確
に
「
保
守
主
義
」
を
重
要
な
思
想
系
譜
と
し
て
位
置
づ
け
、
し
か
も
、
そ
の
思
想
系
譜
の
も
と
に
パ
ー
ク
を
整
理
し
て
い
る
点

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
に
お
け
る
「
保
守
主
義
者
パ
ー
ク
」
解
釈
の
出
発
点
は
、
現
在
か
ら
お
お
よ
そ
約
百
年
前

の
、
ダ
’
一
ン
グ
の
こ
の
通
史
叙
述
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
保
守
党
の
周
辺
で
、
保
守
主
義
の
理
念
と
歴
史
の
な

か
に
パ
ー
ク
を
包
摂
し
て
「
保
守
主
義
者
パ
ー
ク
」
が
論
じ
ら
れ
た
の
と
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。

ダ
’
一
ン
グ
が
パ
ー
ク
を
保
守
主
義
者
と
し
て
定
式
化
し
た
こ
と
は
、
通
史
叙
述
に
お
い
て
画
期
を
な
す
が
、
し
か
し
、
ダ
ニ
ン
グ
の
具

体
的
な
パ
ー
ク
解
釈
を
詳
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
理
論
に
も
と
づ
く
政
治
に
対
す
る
批
判
、
便
宜
性
の
重
視
、
経
験
を
重
視
す
る
歴
史

学
派
、
な
ど
の
指
摘
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
時
点
ま
で
に
提
示
さ
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
パ
ー
ク
解
釈
を
総
合
し
た
記
述
と
し
て
評

政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
の
形
成
期
に
お
け
る
パ
ー
ク
解
釈
の
変
転
（
犬
塚
）
七
七



（剛）

ダ
’
一
ン
グ
の
通
史
が
完
結
し
た
の
ち
の
、
一
九
二
○
年
代
、
三
○
年
代
に
は
、
英
語
圏
で
政
治
思
想
史
通
史
の
刊
行
が
相
次
い
だ
。
セ

シ
ル
の
保
守
主
義
論
や
ダ
’
一
ン
グ
の
通
史
叙
述
を
参
照
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
の
時
期
の
通
史
叙
述
で
は
、
パ
ー
ク
の
政
治
思
想

を
保
守
主
義
と
規
定
す
る
こ
と
は
も
は
や
一
般
的
と
な
り
、
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
保
守
主
義
な
の
か
も
議
論
さ

れ
た
。
Ｐ
・
ド
ィ
ル
『
政
治
思
想
史
聖
副
の
８
ミ
ミ
、
。
言
討
具
畏
○
屡
響
二
（
一
九
三
三
）
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
ク
の
保
守
主
義
は
、
．

八
世
紀
の
科
学
的
人
道
主
義
」
と
混
合
し
た
、
変
化
に
開
か
れ
た
柔
軟
な
保
守
主
義
で
あ
っ
た
。
Ｔ
・
ク
ッ
ク
「
政
治
哲
学
史
咋
プ
ラ
ト

ン
か
ら
パ
ー
ク
ま
で
雪
の
８
ミ
ミ
、
畠
胃
旦
、
富
。
の
§
ご
寺
。
ミ
、
頁
。
８
画
ミ
訂
』
（
一
九
三
六
）
は
、
保
守
と
改
革
の
両
面
を
そ
な

え
た
「
保
守
主
義
と
自
由
主
義
の
興
味
深
い
混
合
」
ゆ
え
に
、
パ
ー
ク
の
保
守
主
義
を
「
自
由
主
義
的
保
守
主
義
」
と
論
じ
た
。
他
方
、
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（旧）

価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
た
だ
し
、
ど
の
先
行
解
釈
に
依
拠
し
た
か
、
ダ
’
一
ン
グ
は
典
拠
を
一
切
示
さ
な
い
）
。
ウ
ー
ル
ジ
ー
と
ポ

ロ
ッ
ク
は
、
パ
ー
ク
と
社
会
契
約
説
の
関
係
に
つ
い
て
相
反
す
る
解
釈
を
残
し
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ダ
’
一
ン
グ
は
、
「
省
察
』

の
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
を
引
用
し
た
う
え
で
、
パ
ー
ク
が
批
判
し
た
の
は
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
、
厳
密
な
タ
イ
プ
の

契
約
説
で
あ
っ
た
、
と
い
う
折
衷
的
な
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ダ
ニ
ン
グ
は
、
多
く
の
パ
ー
ク
論
・
保
守
主
義
論
に
大
き
な
影

響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
Ｊ
・
マ
ッ
ヵ
ン
の
パ
ー
ク
研
究
書
（
『
パ
ー
ク
の
政
治
哲
学
』
、
一
九
一
三
）
と
同
じ
よ
う
に
、
パ
ー
ク
政
治
思
想

の
宗
教
性
を
重
視
し
た
。
ダ
ニ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
パ
ー
ク
は
単
な
る
経
験
主
義
者
で
は
な
く
、
神
の
定
め
た
「
道
徳
的
目
的
」
を
信
じ
て

「
神
や
自
然
」
に
訴
え
て
お
り
、
「
神
秘
的
な
発
想
」
も
抱
い
て
い
た
。
た
だ
し
、
パ
ー
ク
の
保
守
主
義
は
、
ボ
ナ
ー
ル
や
ド
・
メ
ー
ス
ト

（釦）

ル
の
よ
う
な
「
反
動
・
蒙
昧
主
義
」
ほ
ど
に
は
、
そ
う
し
た
発
想
が
強
く
な
か
っ
た
。

セ
イ
バ
イ
ン
「
政
治
理
論
史
』
ポ
ス
ト
自
然
法
と
し
て
の
保
守
主
義



セ
イ
バ
イ
ン
は
、
思
想
史
上
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
、
パ
ー
ク
を
ヒ
ュ
ー
ム
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
あ
い
だ
に
置
い
て
い
る
。
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

以
来
、
定
番
的
に
引
用
さ
れ
て
き
た
「
省
察
」
の
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
は
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
観
点
か
ら
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
国
家

論
と
の
共
通
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
「
社
会
秩
序
の
な
か
の
神
の
遍
在
や
、
社
会
秩
序
の
歴
史
的
発
展
」
を
め
ぐ
る
理
解
に
お
い
て
、

パ
ー
ク
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
共
通
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
通
史
叙
述
が
、
自
然
法
論
の
崩
壊
を
重
視
し

た
こ
と
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
第
二
九
章
「
慣
習
と
伝
統
”
ヒ
ュ
ー
ム
と
パ
ー
ク
」
に
お
い
て
彼
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
パ
ー
ク
を
一
緒

に
扱
う
の
は
、
単
に
両
者
が
「
慣
習
と
伝
統
」
を
論
じ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
ず
れ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
治
思
想
史
に
お
け
る
自

然
法
の
崩
壊
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
が
「
理
性
・
自
然
法
と
い
う
永
遠
の
真
理
」
を
破
壊
し
た
の
ち
に
、
そ

の
空
白
を
埋
め
る
べ
く
、
社
会
秩
序
の
基
盤
と
し
て
も
ち
だ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
偶
然
性
を
免
れ
え
な
い
感
情
、
伝
統
、
歴
史

で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
こ
う
し
た
思
想
史
理
解
の
図
式
に
お
い
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
準
備
し
た
ポ
ス
ト
自
然
法
（
今
日
的
に

表
現
す
れ
ば
ポ
ス
ト
基
礎
付
け
主
義
）
の
真
空
状
態
に
応
答
を
試
み
た
の
が
、
パ
ー
ク
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
っ
た
。
理
性
に
代
え
て

（妬）

慣
習
や
伝
統
を
重
視
し
た
パ
ー
ク
は
、
「
ヒ
ュ
ー
ム
以
上
に
は
る
か
に
、
自
然
法
シ
ス
テ
ム
に
含
ま
れ
た
価
値
の
体
系
を
転
倒
し
た
」
。

政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
の
形
成
期
に
お
け
る
パ
ー
ク
解
釈
の
変
転
（
犬
塚
）
七
九

Ｇ
・
カ
ト
リ
ン
『
政
治
哲
学
者
た
ち
の
ス
ト
ー
リ
ー
ご
扇
陣
。
ｑ
旦
暮
恥
、
呂
胃
員
、
言
冒
§
言
『
＆
（
一
九
三
九
）
は
、
反
革
命
か
つ

（躯）

反
集
産
主
義
と
い
う
点
に
お
い
て
、
パ
ー
ク
を
「
近
代
保
守
主
義
の
父
」
「
保
守
党
の
父
」
と
し
た
。

ダ
’
一
ン
グ
の
三
巻
本
の
次
に
同
じ
よ
う
な
影
響
力
を
も
ち
、
な
お
か
つ
、
パ
ー
ク
解
釈
に
お
い
て
も
固
有
性
を
そ
な
え
た
通
史
叙
述
は
、

コ
ー
ネ
ル
大
に
お
け
る
講
義
に
由
来
す
る
Ｇ
・
セ
ィ
バ
ィ
ン
『
政
治
理
論
史
崖
霞
の
８
ミ
ミ
、
ミ
ミ
ら
旦
弓
言
。
ｑ
』
（
一
九
三
七
）
で
あ

（配）
っ
た
。
こ
の
通
史
で
は
、
い
ま
や
「
政
治
的
保
守
主
義
の
創
設
者
」
と
い
う
、
セ
シ
ル
的
な
パ
ー
ク
理
解
も
受
容
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

パ
ー
ク
以
前
に
保
守
主
義
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
保
守
主
義
哲
学
は
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
が
セ
イ
バ
イ
ン
の
説
明
で

（別）
あ
る
。



法

学

志

林

第

二

四

巻

第

四

号

八

○

パ
ー
ク
受
容
史
・
解
釈
史
に
お
い
て
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
こ
の
解
釈
で
重
要
な
の
は
、
パ
ー
ク
の
保
守
主
義
が
、
反
自
然
法
、
反
普
遍
主

義
の
思
想
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
セ
ィ
バ
イ
ン
の
通
史
叙
述
の
数
年
の
の
ち
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
の
冷
戦
期
ア
メ
リ
カ
で

は
、
「
パ
ー
ク
・
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
パ
ー
ク
に
関
す
る
関
心
の
高
揚
が
生
ま
れ
、
そ
の
な
か
で
は
、
パ
ー
ク
を
ト
ミ
ス
ト

的
・
伝
統
的
自
然
法
の
思
想
家
と
す
る
解
釈
が
流
行
し
た
。
Ｒ
・
カ
ー
ク
や
Ｐ
・
ス
タ
ン
リ
ス
の
パ
ー
ク
論
が
そ
の
代
表
で
あ
り
、
そ
こ

に
お
い
て
パ
ー
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
教
（
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
）
を
前
提
と
し
た
普
遍
主
義
・
反
相
対
主
義
の
思
想
家
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
解

（妬）

釈
動
向
は
、
セ
イ
バ
イ
ン
の
パ
ー
ク
解
釈
と
は
著
し
い
対
照
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

（
３
）
コ
リ
ー
ニ
、
ウ
ィ
ン
チ
、
パ
ロ
ウ
ら
題
Ⅱ
二
○
○
五
＆
雪
ｌ
窟
．

（４）画置云のく一ｍｍ仰ぐ．］ごくｌく昇画◎匡○コの『｝①、卸『《ｌゴロ

（
５
）
コ
リ
ー
’
一
、
ウ
ィ
ン
チ
、
バ
ロ
ウ
ら
圏
Ⅱ
二
○
○
五
凸
ｇ
・
プ
ル
ン
チ
ュ
リ
『
一
般
国
法
学
』
に
つ
い
て
は
、
一
八
八
五
年
の
英
訳
に
先
ん
じ
て
、
加

藤
弘
之
に
よ
る
日
本
語
訳
『
国
法
汎
論
』
（
一
八
七
四
）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
首
巻
に
は
、
川
上
寛
に
よ
る
パ
ー
ク
（
「
ベ
ル
ク
」
）
の
肖
像
画
が
収

録
さ
れ
て
い
る
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
閲
覧
可
）
。

（
６
）
団
盲
昌
胃
言
扁
＆
ぐ
』
ゞ
ゴ
ー
罵
一
囹
卸
雪
１
＄
・
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
や
歴
史
学
派
の
先
駆
で
あ
る
と
い
う
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
パ
ー
ク
解
釈
は
、
グ
ム
プ
ロ
ヴ
ィ

ッ
チ
の
通
史
『
国
家
理
論
の
歴
史
。
⑮
駕
萱
Ｓ
冨
烏
、
煙
自
負
房
ｇ
８
１
ｇ
』
に
継
承
さ
れ
て
い
る
（
の
巨
目
旦
○
君
言
翻
ら
ｇ
函
急
）
。
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
が
『
省
察
」

か
ら
引
用
し
た
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
（
団
員
訂
。
ｇ
Ⅱ
ご
胃
震
-
馬
パ
ー
ク
弓
ｇ
Ⅱ
一
九
八
九
陰
圏
）
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
が
以
下
で
紹
介

す
る
ほ
か
に
も
、
マ
ッ
カ
ン
や
バ
ト
ラ
ー
が
、
パ
ー
ク
の
有
機
体
説
の
根
拠
と
し
て
引
用
し
て
い
る
（
三
ｇ
ｏ
匡
昌
］
己
屋
＄
１
９
画
三
一
胃
ら
辱
篭
-
さ
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ー
ク
や
ス
タ
ン
リ
ス
は
、
神
の
命
じ
た
超
越
的
な
道
徳
義
務
と
し
て
の
自
然
法
を
パ
ー
ク
が
論
じ
た
箇
所
と
し
て
同
規
定
を
解
釈
し
た
が
、

ギ
ル
モ
ァ
は
宗
教
性
・
神
秘
性
を
読
み
込
む
そ
う
し
た
解
釈
を
批
判
し
た
（
雷
鳥
ご
圏
首
-
”
ぬ
薗
三
扇
ら
鄙
昌
-
×
農
→
路
》
目
-
勇
○
旨
５
胃
ら
昌
詔
-

③『）。
（２）【の一々
こ①鱒《。

（
１
）
こ
の
段
落
と
次
の
段
落
の
記
述
は
、
犬
塚
二
○
一
七
の
成
果
に
依
拠
し
て
い
る
（
根
拠
史
料
と
論
証
は
同
論
文
に
譲
る
）
。
本
稿
は
、
パ
ー
ク
の
受
容

史
・
解
釈
史
を
め
ぐ
る
研
究
計
画
の
産
物
で
あ
り
、
同
論
文
と
は
一
続
き
の
研
究
成
果
で
あ
る
。



（
略
）
ガ
ネ
ル
ら
窟
Ⅱ
二
○
○
麦
の
匡
冒
胃
二
９
房
ｓ
・
同
書
は
、
古
賀
鶴
松
に
よ
っ
て
日
本
語
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
ジ
ャ
ネ
の
通
史
で
は
、
Ｊ
・
ロ
ッ
ク
を
論
じ
る
章
の
最
後
で
、
ド
・
レ
ミ
、
ユ
ザ
の
英
国
論
に
全
面
的
に
依
拠
し
た
う
え
で
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ウ
ィ
ッ

グ
の
信
条
」
を
伝
え
る
パ
ー
ク
に
好
意
的
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
（
崗
画
黒
易
雪
鳶
．
蝉
圏
巴
。

（
旧
）
ロ
目
昌
局
乞
ｓ
￥
畠
’
ぐ
三
ゞ
〆
ぐ
-
×
×
く
．
こ
の
翌
年
に
は
、
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
大
学
教
授
Ｗ
・
ウ
ィ
ロ
ビ
ー
が
『
古
代
世
界
の
政
治
理
論
里
心
、
。
-

胃
胃
旦
思
８
、
汚
の
旦
暮
心
圭
ご
ｇ
§
こ
ぎ
、
豆
』
に
お
い
て
、
ダ
’
一
ン
グ
の
通
史
も
対
象
に
含
め
た
う
え
で
、
同
じ
よ
う
に
既
存
の
通
史
叙
述
を
レ
ビ
ュ
ー
し

て
い
る
（
雲
三
○
匡
召
ご
ろ
ｓ
凶
-
豊
）
。

政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
の
形
成
期
に
お
け
る
パ
ー
ク
解
釈
の
変
転
（
犬
塚
）
八
一

（
７
）
【
の
辱
ら
ｇ
如
き
-
ミ
．
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
の
影
響
の
も
と
に
道
徳
哲
学
・
政
治
理
論
ア
プ
ロ
ー
チ
が
有
力
と
な
る
が
、
ケ
ン

ブ
リ
ッ
ジ
で
は
Ｆ
・
メ
イ
ト
ラ
ン
ド
が
中
心
と
な
っ
て
歴
史
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
推
進
さ
れ
た
（
怠
’
念
）
。

（
８
）
戦
前
に
小
寺
謙
吉
訳
『
政
治
学
史
大
綱
』
（
一
九
二
二
）
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
コ
リ
ー
’
一
、
ウ
ィ
ン
チ
、
バ
ロ
ウ
乞
囹
Ⅱ
二
○
○
五
＆
８
．
ポ
ロ
ッ
ク
の
同
香
の
少
な
く
と
も
一
九
○
二
、
一
九
○
八
、
一
九
一
一
、
一
九
一
四
、
一

九
二
○
年
の
各
版
は
、
一
九
○
二
年
没
の
ア
ク
ト
ン
卿
に
献
辞
を
捧
げ
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
呼
号
鼻
畠
豐
忌
-
計
．
謡
ｌ
忠
．
ガ
ネ
ル
ら
函
Ⅱ
二
○
○
一
卵
９
１
算
コ
リ
ー
’
一
、
ウ
ィ
ン
チ
、
パ
ロ
ウ
ろ
圏
Ⅱ
二
○
○
五
＆
８
．

（
Ⅱ
）
弔
呂
○
呉
畠
豐
冥
ガ
ネ
ル
ら
ｇ
Ⅱ
二
○
○
壽
邑
．

（
岨
）
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
ガ
ネ
ル
ご
忠
Ⅱ
二
○
○
一
・

（
旧
）
ガ
ネ
ル
ら
忠
Ⅱ
二
○
○
壽
盆
．

（
Ｍ
）
君
○
○
一
切
亀
扇
冨
恥
く
』
》
二
営
馬
-
鴎
．
ウ
ー
ル
ジ
ー
は
、
『
省
察
』
の
国
家
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
定
を
引
用
し
て
、
ポ
ロ
ッ
ク
と
は
ま
っ
た
く
逆
に
、
パ

ー
ク
に
よ
る
ウ
ィ
ッ
グ
的
社
会
契
約
説
の
継
承
と
解
し
て
い
る
（
］
題
ｌ
震
）
。
な
お
、
世
紀
末
の
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
Ｗ
・
グ
ラ
ハ
ム
『
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

政
治
哲
学
圃
品
房
琴
、
ミ
ミ
ｏ
具
、
ミ
さ
の
§
ご
寺
。
ミ
電
ｇ
胃
印
さ
ミ
ミ
再
邑
（
一
八
九
九
）
で
も
、
パ
ー
ク
を
扱
う
節
の
目
次
で
は
「
保
守
主
義
」
と
い
う
用

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
（
の
箇
冨
目
〕
＄
鱒
己
。

（
喝
）
金
子
堅
太
郎
は
、
自
由
民
権
運
動
に
対
抗
す
る
政
治
的
意
図
の
も
と
、
本
書
の
ル
ソ
ー
論
の
要
約
と
と
も
に
パ
ー
ク
の
『
省
察
』
と
『
新
ウ
ィ
ッ
グ
か
ら

日
ウ
ィ
ッ
グ
へ
の
訴
え
』
を
抜
粋
・
翻
訳
し
て
、
『
政
治
論
略
」
（
一
八
八
一
）
を
出
版
し
た
。
こ
れ
を
批
判
す
る
植
木
枝
盛
「
勃
爾
弩
（
ボ
ル
ク
）
ヲ
殺
ス
」

（
一
八
八
二
）
が
、
そ
の
「
保
守
ノ
主
義
」
を
批
判
し
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
で
の
パ
ー
ク
受
容
は
当
初
か
ら
、
保
守
か
進
歩
か
と
い
う
対
抗
軸

の
な
か
で
な
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
け
る
金
子
と
植
木
の
対
抗
関
係
を
、
「
自
然
」
と
「
作
為
」
の
対
立
と
論
じ
た
の
は
、
丸
山
眞
男
「
近
世
日
本
政
治
思
想
に

お
け
る
「
自
然
」
と
「
作
為
」
」
（
一
九
四
一
）
の
最
終
註
で
あ
る
。
金
子
堅
太
郎
に
よ
る
パ
ー
ク
受
容
に
つ
い
て
、
山
下
一
九
八
○
、
高
獺
二
○
○
○
、
柳
二

お
け
る

○
一
四
。



巡
朴

憎
韓

雁
’

１
国

抑
聡

目
叩

、
＜

１
１

(雪
）
、
､'1入

、
逆
′や
一
ミ
醗
一
皐
弔
ロ
夢
、
‘Aj匝

畠
-)%
'炉
辿
′『
細
眺
』
．
丸
）
『
蕪
心
や
夢
、
長
'心
里
心
や
争
、
<e"'蝉

」
即
て
一
、
ｅ
号
曹
'ﾄ、
Iく
÷Ａ
ｊ

-ｊ
ﾄJ道

廻
､○
七
IJ≦､O

(W
oolseyl877:183;Pollockl890:88;D

unningl920:177)。
岬
e'(､,吋

ﾄJ,II八
、
型
′「
塀
心
や
夢
、
長
'且
里
心
や
夢

疋
､<e"'Ｒ

」
ｅ
匡
紳
や
露
全
一
〕
卜
J二
噸
墓
′岬
ｅ
蕊
潤
型
′弔
口
夢
、
ｅ
緊
潰
-U
器
綻
辿
三
ﾄﾉﾆ岬

(Pollockl890:88-89;D
unningl920:18981)。

(S)D
unningl920:175-84;M

acC
unnl913:85-91(C

f.M
orleyl879:162-63).

(詞
）
發
器
会
1993=11○

○
1:155,217-18型

逆
′}Je塗

蜜
里
さ
軍
扣
喜
裡
蝋
､/e圏

母
屋
燭
ｅ
価
瀧
撃
癬
暑
尽
糾
扣
暮
ﾄJSPC

。
(g)Doylel933=1949:224-25;Cookl936:68181;Catlinl939:327,331-32.'<一

心
ｅ
督
組
睡
廼
や
唾
H胃
､州
滞
Ａ
ｊ
蟠
個
一
)担
咽
思
蕊
趨
却
コ
ト
』
′

岬
ｅ
延
会
里
′１
１
，
K
fl920=1具

隅
<:127;、

Ｄ
K
I,'八
1940=1長

隅
隅
:86基

掲
岬
。
’｣暮
辿
寮
ヨ
ト
J′<-;､j>､ｍ

ｏ
ｅ
隈
≦咽
叔
蕊
趨
逆
′

当
<一
、
ｅ
督
墾
函
廼
却
紅
蓮
赴
濡
Aj圏
駐
-)狸
･《
､，
侭
ド
ノ
′て
一
心
や
TIエ
心
や
入
畢
Ｙ
八
*､当
ペ
ノ
ペ
ル
OLj「

沼
脳
州
聯
抑
」
ｕ
佃
倉
ﾄJSIc(<一

八
為
ｍ
や

1927=1.貸
隅
111:90-92)。

(圏
）
讃
'碍
ミ
1993=11○

○
|:193-95.厄

Ⅱ
m
e"|垢

里
堕
や
１
J型
′長
ヨ
皿
疎
以
吊
岬
田
骨
繩
馬
鴇
崎
岬
。

(X
)Sabinel937:519.

(R)Sabinel937:503-20.隅
筵
ﾄﾉ逆

′て
-、
纂
璽
護
霊
・
焔
佃
霊
智
延
即
，
哩
埠
型
伺
塞
や
岬
飼
犯
却
鱸
と
-).44}JAJW

･､pfIJ「
昭
朔
塑
セ
主
州
獅
」

Ajit,範
一
)ﾄJ′鶚

Ｋ
÷'↓
』
恥
'|k･lAj悪

燗
､O
わ
蝿
総
鱸
鴇
掲
'C(M

osherl991:394-95)。
(B
)K
irkl953;Stanlisl958.'JS'ne.<一

、
駐
巽
ｅ
維
里
Ｕ
●
≦ﾄ.'逆

息
K
"110I-P型

鴻
岬
。

志
旺
侭
渥

Blakey,R.[1855]Tﾉ""istoﾉ､yq/肋
""cQ

ILiterctl"･a/m
m
M
GEar"est7Ym

es,2volS.R.Bentley.
Bluntschli,J.[1868]A/"em

ei"esStatsrecﾉzt,Literalisch-ArtistischeAnstalt.
-[1885]7W

eTlieonlQ
/t/leSfate,C

larendonPress.
Boucher,D．

[1985]7℃
漣
tSｍ
の
"teXt:Reuisio"istM

et/lodS/b7StIJ(jyi"gM
eHistoryq//deQs,Nijhoff.

Burke,E.[1790=1987]Refectiolzso〃
飯
eReUo血

"o〃
ｍ
Fy･q"ce,ed.Pocock,J.G.A.,HackettPub.Co.

､<一
、
′菖
.[1790=IR<R]｢I､'1、

八
Ｋ
掛
信
ｅ
細
峡
』
升
班
針
鼬
馬
′態
や
や
卸
腿
。

Butler,G.G.,Sir[1914]7W
e7bly77江

｡"o":Bo""g6rり
ん
eBur"DisFQ

el4Sα
"s6I"､y,J.M

urray.
C
atlin,G

.E.G
.,Sir[1939]7W

eStO
ryq/m

e肋
"""JPh"os"bers,M

cG
raw
-H
ill;W

hittleseyH
ouse.

ｎ
=､-'1′の

．
′や
や
入
､+､′Q･′、

〈
ロ
や
′-.[1983=11○

○
隅
］
『
良
ｅ
矩
哩
饗
岬
督
墾
ｅ
莚
朴
：
曾
聿
l里
景
趨
母
塵
線
』
,終
抹
獺
遭
′騨
骨
燭
蒋



井
上
義
朗
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

９
○
Ｆ
目
白
．
［
ご
忠
］
国
風
○
ミ
ミ
、
。
言
討
具
、
言
言
ｇ
ご
寺
○
ミ
逗
貝
ｃ
８
ｍ
匡
司
電
．
刃
８
号
の
-
西
昌
．

ク
ロ
ス
マ
ン
、
Ｒ
、
Ｈ
・
Ｓ
．
［
こ
き
Ⅱ
一
九
五
五
］
「
政
府
と
人
民
」
小
松
春
雄
訳
、
岩
波
書
店
。

ロ
昌
示
．
詞
［
ご
＄
Ⅱ
ら
ち
］
聖
鬮
駕
。
ｑ
具
、
○
ミ
月
旦
里
○
晶
言
》
旨
邑
睡
昏
四
ｓ
ｇ
胃
．

口
巨
ご
口
冒
頭
言
シ
、
ロ
ｇ
昌
澤
閏
の
８
ｑ
具
、
。
言
月
旦
里
８
１
の
鰯
圭
胃
討
ミ
ロ
ミ
ミ
ミ
ミ
ｃ
具
ゞ
ご
胃
ョ
雪
自
．

Ｉ
［
ら
ｇ
］
睡
国
§
・
ミ
ミ
、
。
罵
討
ミ
ミ
§
鳥
駒
、
３
ミ
詞
。
屡
關
８
目
見
篇
ミ
ミ
ゞ
冒
胃
冒
筐
９
．

臼
冒
。
貝
［
・
函
．
負
Ｆ
ロ
雪
巴
冒
の
貫
心
罰
侭
言
崖
陣
屋
号
旦
９
富
の
心
さ
§
の
ミ
．
の
匡
閏
冒
冒
ｏ
厨
．

の
圖
冨
目
．
言
．
［
屍
＄
］
画
侭
房
琴
、
ｏ
胃
討
貝
、
言
さ
め
§
ご
寺
○
ミ
配
８
９
②
ざ
こ
凰
罵
向
．
シ
目
。
江
．

Ｑ匡ヨ亘○重言隙》Ｆ［らつ巴。鴎。言。寺冨包や『ぬ辱国ｐ畔恩ご殉。冨心暮渭ロ邑切ウ禺匡○戸

ガ
ネ
ル
、
Ｊ
、
Ｇ
・
［
己
麗
Ⅱ
二
○
○
一
］
「
ア
メ
リ
カ
政
治
理
論
の
系
譜
」
中
谷
義
和
訳
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
。

の
匡
冒
国
の
二
戸
の
．
［
邑
昌
：
圏
切
さ
ご
ｇ
卑
言
言
巴
里
号
、
ｇ
ご
画
の
口
尉
号
冒
の
雪
：
『
言
身
さ
ミ
画
冒
号
○
号
旦
暮
⑮
雷
思
○
ミ
ミ
、
ミ
ミ
ｏ
具
、
富
。
の
目
ミ
．

の巨需さの宍ｐＱ・ゞ
○×ず吋旦ご己くの『め濤望も扇閉．

ノ
ー
ン
シ
ョ
ウ
、
Ｆ
、
Ｊ
・
Ｃ
．
［
己
冒
Ⅱ
一
九
五
三
］
『
政
治
思
想
史
』
服
部
辨
之
助
訳
、
現
代
教
養
文
庫
。

、犬
塚
元
［
二
○
一
七
］
「
受
容
史
・
解
釈
史
の
な
か
の
パ
ー
ク
」
、
『
パ
ー
ク
読
本
」
中
澤
信
彦
・
桑
島
秀
樹
編
、
昭
和
堂
。

』四口２．面［屍雪］画冴８号殉旦心冒門馬詞尽も具舞量置⑯ａ。高め馬助『。、、○司詠ＱｅＲ言ミｏ、旦命・詞シきゆロ．

胃
辱
も
．
［
乙
畠
ゞ
Ｃ
Ｏ
員
の
×
冒
巴
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
弓
’
８
貝
の
〆
冒
巴
国
め
８
国
の
、
具
呼
言
邑
皀
ｏ
侭
冒
・
雪
》
ご
扇
卑
昌
譽
鴎
屋
号
具
、
。
言
討
の
冒
暮
の
園
Ｃ
Ｑ
昌
豊
』

。①琶冒詞軍のＱの．函画冒三ｍ『貝』．》国四吋『雰国煙邑旦団扇○葛ご》少．ゞ
○×ず『Ｑご旨言の扇詳望勺『の⑩の．

寓
鳥
ゞ
詞
．
［
乙
困
］
冒
言
○
○
画
馬
ミ
ミ
ミ
①
ミ
冒
具
、
。
ミ
、
昌
蒋
冒
昏
ミ
ミ
負
弓
口
々
函
．
罰
の
習
の
昌
○
○
．

ラ
ス
キ
、
Ｈ
、
Ｊ
・
［
ち
ぢ
Ⅱ
一
九
五
八
］
『
ロ
ッ
ク
か
ら
ベ
ン
サ
ム
ま
で
』
堀
豊
彦
、
飯
坂
良
明
訳
、
岩
波
書
店
。

冨
画
８
厘
口
ロ
と
．
［
己
邑
ご
馬
、
○
言
討
旦
、
言
冨
§
ご
呉
国
胃
意
．
因
．
シ
昌
○
丘
．

一三○ユの軍男［扇『巴ｍ屋、註のゞ
三画。冒言回国．

一国○のぎ巴．》夛戸［ら雲］や全日毎のの穴の冒言》め国匡『穴の即詞の垂のｇさ目切○国《ヨの詞のく○旨武○国ご甸吋い画８》ご＠今ＩらのＰ惑、具《匡句員国葬心○河謨己．

酉
冒
島
々
詞
盟
『
［
扇
ｇ
］
』
謁
冒
号
○
号
ｓ
ｇ
８
罫
呉
群
８
ｇ
呈
さ
ぬ
浮
討
胃
①
具
、
ｏ
胃
冨
．
富
月
日
二
目
．

●

留
巨
己
の
．
。
．
函
．
［
ご
雪
］
聖
雷
魚
。
ミ
ミ
、
。
言
討
邑
昌
鳶
。
ミ
．
函
．
国
○
房
の
．
の
．
国
閏
『
９
．

の
冨
己
尉
々
詞
負
［
ら
、
巴
画
ｓ
喜
震
弓
包
、
置
司
毒
⑯
ロ
再
旦
辱
琴
①
之
貝
匡
司
員
忌
負
Ｅ
》
ご
己
く
の
耐
爲
営
ｇ
三
房
三
ｍ
四
コ
も
蔚
路
．

◆

政
治
思
想
史
の
通
史
叙
述
の
形
成
期
に
お
け
る
パ
ー
ク
解
釈
の
変
転
（
犬
塚
）
八
三



法

学

志

林

第

二

四

巻

第

四

号

八

四

高
瀬
暢
彦
［
二
○
○
○
］
『
金
子
堅
太
郎
『
政
治
論
略
』
研
究
』
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
。

乏
壹
○
匡
瞥
ｇ
々
三
．
乏
．
［
ご
邑
里
⑲
即
）
ミ
討
員
里
８
号
“
ミ
ミ
罵
巽
員
§
こ
ぎ
、
氏
→
５
局
ｇ
巴
〕
の
．

毒
。
○
房
亀
．
白
己
．
冨
邑
ぎ
言
冒
扇
。
§
艮
昌
こ
の
留
昌
⑮
篁
罵
。
§
§
与
国
員
、
昌
只
冒
辱
９
冨
の
ミ
ミ
ミ
》
牌
１
９
臼
●
→
シ
一
・
冒
普
．
（
）
品
．

山
下
重
一
［
一
九
八
○
］
「
パ
ー
ク
の
本
邦
初
訳
》
金
子
堅
太
郎
訳
「
政
治
論
略
」
に
つ
い
て
」
『
国
学
院
法
学
』
昭
（
１
）
Ｉ
（
２
）
ｃ

柳
愛
林
［
二
○
一
四
］
「
エ
ド
マ
ン
ド
・
パ
ー
ク
と
明
治
日
本
亜
金
子
堅
太
郎
『
政
治
論
略
」
に
お
け
る
政
治
構
想
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
伽
（
９
．
岨
）
。


